
JP 2010-540986 A5 2011.10.13

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成23年10月13日(2011.10.13)
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【年通号数】公開・登録公報2010-051
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成23年8月22日(2011.8.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　中位の大きさの光パワー、特に５０～５００Ｗの範囲の光パワーを伝送するための光フ
ァイバーコンタクトであって、それが内部コア（１）とそのコア内で光線を伝送するため
の取巻きクラッディング（２）を持つ光ファイバー、並びに光ファイバーを機械的に安定
化するために追加の取巻き層（３）を含むものにおいて、光ファイバーコンタクトの前方
部（７）が、好ましくはクラッディング（２）の材料と同様の材料から作られた透明管状
部材（８）により取り巻かれており、この管状部材がクラッディングの外部円筒状表面に
沿ってある長さ（１０）延びていること、及びクラッディング（２）内で伝播するいかな
る光線も分散するためにモードストリッパー（２′）がクラッディング（２）に付与され
ていることを特徴とする光ファイバーコンタクト。
【請求項２】
　モードストリッパー（２′）がクラッディング（２）の粗面化を含むことを特徴とする
請求項１に記載の光ファイバーコンタクト。
【請求項３】
　モードストリッパー（２′）が、粗面を持ちかつクラッディング（２）に付与された透
明材料の追加の層を含むことを特徴とする請求項１に記載の光ファイバーコンタクト。
【請求項４】
　透明管状部材（８）が前記長さ（１０）に沿ってクラッディング（２）を取巻くことを
特徴とする請求項１に記載の光ファイバーコンタクト。
【請求項５】
　透明管状部材（８）及び光ファイバーが、コンタクトの前方部（７）の前端で一緒に融
合されて機械的構造（９）を形成することを特徴とする請求項１に記載の光ファイバーコ
ンタクト。
【請求項６】
　透明管状部材（８）が１～５ｍｍの外径と３０～１００ｍｍの長さを持つことを特徴と
する請求項１に記載の光ファイバーコンタクト。
【請求項７】
　管状部材の少なくとも一つの円筒状表面が粗面化されていることを特徴とする請求項１
に記載の光ファイバーコンタクト。
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【請求項８】
　不透明で非吸収性であるが光散乱性のスリーブ部材（１４）が、コンタクトの後方領域
に付与され、クラッディングを取巻きかつ前記透明管状部材（８）の延長部を形成するこ
とを特徴とする請求項１に記載の光ファイバーコンタクト。
【請求項９】
　前記不透明で非吸収性であるが光散乱性のスリーブ部材（１４）が、酸化アルミニウム
セラミック（Ａｌ２Ｏ３）等から作られ、透明管状部材（８）と実質的に同じ外径を持つ
ことを特徴とする請求項８に記載の光ファイバーコンタクト。
【請求項１０】
　光ファイバーコンタクトの前方部（７）が、円錐形開口（１６）を持つ前方支持要素（
１５）により保持されていること、及び光ファイバーコンタクトの前方部（７）及び後方
部が、光ファイバーコンタクトの外部透明管状部材（８）、円筒状ハウジング（１８）、
前方支持要素（１５）及び後方リング形状支持要素（１２，１３）の間に形成された中空
部（１７）を与えることを特徴とする請求項１に記載の光ファイバーコンタクト。
【請求項１１】
　前方支持要素（１５）が非吸収性材料から作られていることを特徴とする請求項１０に
記載の光ファイバーコンタクト。
【請求項１２】
　光ファイバーコンタクトの前端（２２）が、後方反射光線を偏向するために傾斜された
研削及び研磨表面を持つことを特徴とする請求項５に記載の光ファイバーコンタクト。
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